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伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

宇
佐
美 

英
機

は
じ
め
に

　

伊
藤
忠
兵
衛
家
の
事
業
経
営
の
沿
革
史
を
繙
い
た
時
、
初
代
忠
兵
衛
（
一
八
四
二

〈
天
保
十
三
〉
～
一
九
〇
三
〈
明
治
三
十
六
〉）
が
事
業
を
統
括
し
て
い
た
時
期
に
お

け
る
伊
藤
糸
店
は
、
事
業
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
の
か
、

い
ま
だ
判
然
と
し
な
い
点
が
多
い
。
初
代
忠
兵
衛
が
生
存
し
て
い
た
時
期
に
は
、
伊

藤
本
店
（
明
治
五
年
）・
伊
藤
京
店
（
明
治
十
七
年
）・
伊
藤
西
店
（
明
治
十
九
年
）・

伊
藤
糸
店
（
明
治
二
十
六
年
）
が
開
店
さ
れ
、
本
店
は
関
東
織
物
、
京
店
は
京
呉
服
、

西
店
は
羅
紗
、
糸
店
は
綿
糸
・
綿
布
を
主
要
な
取
扱
品
と
し
て
営
業
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
忠
兵
衛
家
（
本
家
）
の
資
産
状
況
を
記
録
し
た
「
掌
」「
掌
帳（
１
）」
の
記

載
に
よ
れ
ば
、
本
店
・
京
店
・
西
店
に
つ
い
て
は
、「
参
舗
」
な
い
し
「
三
店
」
と

分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店
の
資
本
金
や
資
本
利
子
・
当
座
利
子
が
三
店
を
続
け
て

表
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
糸
店
は
、
こ
れ
ら
三
店
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
糸
店
の
記
録
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
、「
明
治
廿
五
年　

掌
許
帳

　

伊
藤
」
と
表
紙
に
記
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
る
が
、
こ
の
表
紙
に
は
全
面
に
貼
り
紙
さ

れ
「
廿
七
年
一
月　

新
帳
簿
ニ
写
ス
」と
後
筆
さ
れ
て
い
る
。こ
の
帳
簿
の
中
に
「
糸

店
資
本
金
」
と
項
目
立
て
さ
れ
、
そ
こ
に

明
治
廿
六
年
三
月

一
金
壱
万
四
千
円
也　
　
　

資
本
金

と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
な
独
自
の
項
目
立
て
は
、そ
れ
以
降
は
ま
っ

た
く
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
別
の
項
目
で
は
、

糸
方　

廿
五
年
九
月
十
三
日

一
金
参
千
円
之
貸

明
治
廿
六
年
一
月
改
メ

　
　

一
宮
方　
　

  　

 

三
池
方

の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
記
載
は
如
何
な
る
事
情
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に

別
稿
で
も
指
摘
し
た
が（
２
）、

糸
店
店
法
則
の
序
文
（
後
掲
史
料
③
）
で
は
、
伊
藤
糸
店

の
開
業
は
明
治
二
十
五
年
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
年
に
は
村
岸
休
五
郎
・

加
藤
定
次
郎
を
愛
知
県
一
宮
町
へ
派
遣
し
、
同
町
の
佐
分
利
慎
一
郎
か
ら
借
家
し
て

綿
糸
取
り
扱
い
を
開
始
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
当
時
は
「
糸
方
」
と
称

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
五
年
九
月
十
三
日
に
「
参
千
円
」
を
貸
し
付
け
て

い
る
の
は
糸
方
に
対
し
て
で
あ
り
、
糸
店
で
は
な
い
こ
と
も
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
明
治
二
十
六
年
一
月
改
め
で
「
三
池
方
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
り
、
今
後
の
関
連
史
料
の
発
掘
が
必
要
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
伊
藤
糸
店

が
大
阪
市
東
区
安
土
町
二
丁
目
に
開
店
さ
れ
た
明
治
二
十
六
年
一
月
の
時
点
に
お
い

て
、
糸
方
は
糸
店
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
こ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
い
る
「
一
宮
」
だ
け
で
な
く
「
三
池
」
も
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
明
治
三
十
二
年
の
「
掌
」
に
は
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

一
五



よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

糸
店

二
月
一
日

一
六
千
六
百
五
拾
円
也　
　
　

４
２
／
２　

英
糸
五
十
俵　

一
三
三
替 

　
　
十
一
月
十
六
日

　
　

一
七
千
五
百
円
也　
　
　

へ
売
却　

一
五
〇
替

指
引
八
百
五
拾
円
也　
　
　
　

益
金

　

右
の
記
述
の
詳
細
な
分
析
は
関
連
資
料
と
の
照
合
が
必
要
で
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
英
糸
を
糸
店
へ
売
却
し
、
利
益
を
得
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
判
断
で
き

る
。
英
糸
を
扱
っ
た
の
が
西
店
な
の
か
本
店
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
三
店

の
間
で
商
品
売
買
を
し
て
い
る
事
実
は
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
資
金
の

振
り
替
え
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
史
料
で
確
認
で
き
る
が
、
各
店
が
糸
店
と

の
間
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
例
は
未
見
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
記

述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
糸
店
に
つ
い
て
は
一
般
的
な
取
引
先
と
同
様
な
扱
い
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
こ
の
伊
藤
糸
店
と
い
う
経
営
体
が
有
す
る
特
異
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
伊
藤
糸
店
「
店
法
則
」
の
草
案
か
ら
清
書
に
い
た
る
条

文
の
改
編
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
別
稿
「
伊
藤
糸
店
の

店
法
草
案
」
を
公
表
し
た
際
、
校
正
時
に
新
た
な
草
案
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
追
記

し
、
い
ず
れ
機
会
を
得
て
そ
の
草
案
も
翻
刻
し
た
い
と
記
し
て
お
い
た
が
、
本
稿
で

そ
の
責
を
果
た
し
た
い
。

一
　
伊
藤
糸
店
店
法
則
原
案

　

伊
藤
忠
兵
衛
家
に
お
い
て
は
、
明
治
二
十
六
年
一
月
に
本
店
店
法
則
が
制
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
店
法
則
の
草
案
が
加
筆
・
削
除
を
と
も
な
い
な
が
ら
清
書
に
至
る
条

文
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る（
３
）。

こ
の
本
店
店
法
則
が
制
定

さ
れ
た
際
、店
法
則
発
行
式
典
で
初
代
忠
兵
衛
が
口
述
し
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、西
店
・

京
店
は
店
員
が
少
数
で
あ
る
た
め
こ
の
店
法
則
通
り
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
全
体
の
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
同
年
に
本
店
店
法
則
を
制
定
し
た
理
由
は
、
新
た
に
綿
糸
や
紡
績
会
社
の
製

糸
を
取
り
扱
う
部
署
で
あ
る
糸
方
を
本
店
か
ら
分
離
独
立
さ
せ
て
糸
店
を
開
店
す
る

こ
と
に
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
伊
藤
家
に
お
け
る
店
員
の
最
上
位

の
地
位
（
支
配
役
）
で
あ
っ
た
田
附
源
兵
衛
を
本
店
か
ら
糸
店
に
移
動
さ
せ
た
こ
と

は
、本
店
に
次
ぐ
重
要
な
店
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
忠
兵
衛
家
で
は
右
の
本
店
店
法
則
の
改
訂
は
そ
の
後
も
行
わ

れ
る
が
、
京
店
や
西
店
の
店
法
則
が
作
成
さ
れ
た
痕
跡
は
な
い
も
の
の
、
糸
店
だ
け

が
明
治
三
十
四
年
一
月
に
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
に
掲
げ

る
史
料
は
、
こ
の
糸
店
店
法
則
の
草
案
か
ら
清
書
に
至
る
過
程
で
条
文
が
ど
の
よ
う

に
加
筆
・
削
除
を
と
も
な
い
な
が
ら
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
「
①
第
一
次
案
」
と
し
て
翻
刻
し
た
条
文
は
全
五
章
か
ら
な
る
が
、
こ
れ
が
別

稿
（
注
２
）
の
校
正
時
に
新
た
に
見
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
文
は
縦
一
八
㎝
横

二
五
七
・
三
㎝
の
続
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
数
は
六
紙
で
あ
る
。
原
文
に
は
墨
筆
・

朱
筆
で
加
筆
・
抹
消
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
原
文
を
認
め
た
人
物
や
修
正
を
施
し
た

人
物
が
誰
な
の
か
は
、
現
時
点
で
は
判
明
し
な
い
。
た
だ
、
朱
で
書
き
入
れ
て
い
る

筆
跡
は
初
代
忠
兵
衛
の
手
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、確
証
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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右
の
原
文
の
元
の
記
述
、
す
な
わ
ち
加
筆
や
抹
消
さ
れ
た
字
句
な
ど
を
除
外
し
た

も
の
を
本
稿
で
は
、
第
一
次
案
と
記
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
翻
刻
文
の
中
で
ゴ
チ
ッ

ク
体
で
表
記
し
た
個
所
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
が
第
二
次
案
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
第
一
次
案
は
五
章
編
成
で
全
四
七
条
（
内
一
条
は
書
き
損
じ
と
見
ら
れ
る
）
あ

り
、
こ
れ
に
補
則
二
条
が
付
随
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
章
項
立
て
は
、
明
ら
か
に

明
治
二
十
六
年
一
月
に
制
定
さ
れ
た
本
店
店
法
則
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、各
章
項
の
条
文
も
本
店
店
法
則
と
共
通
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

明
ら
か
に
糸
店
の
実
情
に
則
し
て
取
捨
選
択
と
改
訂
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
歴
然
と
し

て
い
る
。

　

糸
店
の
店
法
則
は
、
後
述
の
よ
う
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
く
が
、
重
役
の
務
め

と
し
て
「
外
国
品
ノ
約
定
売
買
」（
第
一
次
案
）、「
商
舘
ノ
約
定
」（
第
二
次
案
）
の

際
の
協
議
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
伊
藤
家
が
神
戸
や
横
浜
の
外

国
商
館
と
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
他
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
店

店
法
則
に
は
外
国
商
館
と
の
取
引
に
関
し
て
の
明
示
的
な
条
文
は
規
定
さ
れ
て
は
い

な
い
。
明
ら
か
に
糸
店
は
、
綿
糸
・
綿
布
（
後
に
は
綿
花
も
）
を
取
り
扱
う
店
と
し

て
外
国
商
館
と
の
間
で
商
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
条
文
に
反
映
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

と
り
あ
え
ず
紙
幅
の
関
係
で
詳
細
な
比
較
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
以
上
の

点
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
店
法
則
第
一
次
草
案
を
以
下
に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

①
第
一
次
案

 　
　
　

第
一
章　

主
人
及
本
家

一
本
家
ハ
時
々
帳
簿
ノ
検
閲
ヲ
ナ
ス

一
本
家
ハ
店
卸
勘
定
ノ
検
閲
ヲ
為
ス

一
主
人
ハ
本
家
合
議
ノ
上
、
店
法
則
ノ
訂
正
ヲ
為
ス
時
ハ
、
支
配
人
ノ
協
賛
ヲ
以
テ

　

ス
一
主
人
ハ
本
家
協
議
ノ
上
、
資
本
及
積
立
金
ノ
増
減
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
ハ
支
配
役
・
支
配
次
役
・
金
銭
収
入
役
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
二
章　

店
員
役
目

一
支
配
役
ハ
店
法
則
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
店
務
ヲ
総
理
ス

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
諸
帳
簿
ノ
検
印
ヲ
怠
ラ
ス
為
ス
可
シ

一
支
配
役
ハ
毎
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
十
日
迄
ハ
在
店
ヲ
要
ス

　
　

不
已
得
事
情
ア
ル
時
ハ
此
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
不
在
店
中
ノ
諸
来
状
ヲ
皆
閲
ス
ベ
シ

一
支
配
次
役
ハ
支
配
役
ト
連
帯
ノ
任
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
支
配
役
事
故
ア
ル
時

　

ハ
、
既
（
マ
マ
）チ

之
ニ
代
ル
モ
ノ
ト
ス

一
書
記
役
ハ
大
会
議
ニ
定
ム
ル
任
務
ヲ
為
ス
事

一
売
買
役
ハ
重
要
ノ
事
ヲ
専
断
ス
可
カ
ラ
ス
、
必
ス
重
役
ト
協
議
ノ
上
為
ス
可
シ

一
重
役
ト
雖
モ
外
国
品
ノ
約
定
売
買
ヲ
為
ス
ニ
ハ
成
可
ク
売
買
役
ト
協
議
ス
可
シ

　
　
　

第
三
章　

会
議

一
会
議
ハ
大
会
・
小
会
ノ
二
類
ニ
分
ツ

一
大
会
ハ
一
月
・
七
月
ノ
二
回
ト
シ
、
店
卸
勘
定
決
算
後
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
協
議
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
前
日
又
ハ
当
日
本
店
ニ
通
知
ス

一
大
会
ハ
半
ケ
年
間
ノ
事
務
役
割
ヲ
議
定
シ
、
商
業
ノ
方
針
ヲ
策
リ
、
改
良
ノ
必
要

　

ア
ル
時
ハ
之
ヲ
断
行
シ
、
諸
般
ノ
取
締
厳
重
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
相
庭
ノ
変
動
及
商
況
ノ
見
込
、
売
買
ノ
進
退
ヲ
協
議
ス
ル
ヲ
目
的
ト

　

ス

伊
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一
大
会
決
議
ノ
項
目
ハ
会
議
録
ニ
記
載
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
四
章　

会
計

        　

其
一　

資
本
金
・
積
立
金

一
資
本
金
ハ
弐
万
円
ト
定
ム  

一
資
本
金
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
年
七
朱
ト
シ
、
之
ヲ
主
人
手
許
ニ
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一（

マ

マ

）

積
立
金
ハ

一
当
座
貸
借
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
其
都
度
世
上
ノ
相
庭
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

一
積
立
金
利
子
ハ
年
七
朱
以
上
ト
ス

　
　
　
　
　

其
二　

店
卸
勘
定

一
店
卸
勘
定
ハ
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
二
月
ノ
四
回
ト
ス

一
考
課
状
則
チ（
損
益
精
算
勘
定
）ハ
四
回
共
同
時
ニ
作
成
シ
、 

店
卸
勘
定
ト
対
照
ス

　

可
キ
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
勘
定
・
店
員
勘
定
ハ
十
二
月
ノ
店
卸
勘
定
ノ
際
精
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
毎
年
十
二
月
店
卸
勘
定
及
考
課
状
ノ
明
細
ヲ
記
載
シ
、
之
ヲ
主
人
ニ
差
出
ス
モ
ノ

　

ト
ス

　
　

但
シ
、
用
紙
ハ
半
紙
ノ
罫
紙
ヲ
用
フ

一
店
卸
純
益
金
ノ
内
ヨ
リ
年
々
幾
分
ノ
操（
マ
マ
）越
ヲ
成
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
シ
、
純
益
僅
少
ナ
ル
時
ハ
此
限
ニ
非
ス

　
　
　
　
　

其
三　

店
員
勘
定

一
純
益
高
ノ
内
百
分
ノ
二
十
ヲ
店
員
配
当
金
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
及
本
家
合
議
ノ
上
、
之
ヲ
識
別
シ
配
当
為
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
預
リ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

一
店
卸
勘
定
損
失
ノ
場
合
ニ
ハ
店
員
配
当
金
ヲ
為
ス
不
能
、
而
已
ナ
ラ
ズ
其
損
失
金

　

ヲ
補
填
シ
、
更
ニ
純
益
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
迄
ハ
配
当
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
前
条
配
当
金
ノ
内
、
出
世
店
員
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
計
算
ヲ
成
シ
、
預
証

　

書
ヲ
相
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
年
々
預
金
額
ニ
対
シ
年
五
朱
ノ
利
子
ヲ
付
シ
証
書
ニ
ス

一
出
世
店
員
ニ
ハ
証
書
ヲ
与
ヘ
ス
、
且
利
子
ヲ
付
セ
ス
、
店
員
勘
定
帳
ニ
記
シ
置
ク

　

ノ
ミ

一
出
世
店
員
ハ
正
当
ノ
理
由
ニ
仍
リ
借
用
金
ヲ
要
ス
ル
事
有
ル
時
ハ
、
支
配
人
ヲ
経

　

テ
之
ヲ
主
人
ニ
申
出
ル
事
ヲ
得          

一
出
世
店
員
前
項
ノ
借
用
ヲ
為
シ
置
ク
ト
キ
ハ
、
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
勘
定

　

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
一
ケ
年
百
円
以
上
三
百
円
以
下
ノ
手
当
金
ヲ
給
ス

一
出
世
店
員
ハ
衣
類
料
其
他
失
費
補
助
ト
シ
テ
一
ケ
年
弐
拾
円
以
上
百
円
以
下
ヲ
給

　

ス

　
　

但
、
衣
類
ハ
身
分
相
応
ノ
制
限
ア
ル
ベ
シ

一
子
供
ハ
仕
着
ニ
ヨ
リ
店
費
ヲ
以
テ
仕
給
ス

一
店
員
若
シ
不
正
不
忠
ノ
行
為
ア
ル
時
ハ
、配
当
積
立
預
金
ノ
渡
方
ニ
影
響
ス
ベ
シ
、

　

又
事
柄
ニ
依
リ
テ
ハ
此
積
立
金
預
金
ヲ
没
収
シ
、尚
ホ
損
害
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、

　

更
ニ
要
求
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　
　

第
五
章　

禁
止
及
秘（
マ
マ
）蜜

一
主
人
若
シ
ク
ハ
支
配
人
ノ
承
諾
ヲ
経
ス
シ
テ
宿
泊
ヲ
要
ス
ベ
キ
他
行
ヲ
為
ス
コ
ト

　

ヲ
禁
ス

一
店
員
各
己
ノ
名
義
ヲ
以
テ
売
買
及
ヒ
金
銭
ノ
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

一
主
家
ハ
勿
論
、
店
ノ
名
誉
又
ハ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
柄
、
其
他
秘
蜜
ニ
属
ス
ル
事
故

　

等
ハ
他
言
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
此
店
法
則
ヲ
他
人
ニ
洩
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
三
号

一
八



　
　
　
　
　

補
則

　
　
　

其
一　

店
員
帰
宅
心
得

一
店
員
帰
宅
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
、
主
人
・
支
配
役
ニ
申
出
、
其
承
諾
ヲ
経
ベ
シ

　
　
　

其
二

一
此
店
法
則
帖
ハ
主
人
手
許
ニ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

二
　
糸
店
店
法
則
第
二
次
案

　

右
に
掲
げ
た
原
案
に
墨
筆
・
朱
筆
で
加
筆
・
抹
消
さ
れ
て
い
る
個
所
を
整
理
し
て

原
文
を
復
元
し
た
も
の
を
「
②
第
二
次
案
」
と
し
て
翻
刻
し
た
も
の
が
次
の
史
料
で

あ
る
。こ
の
第
二
次
案
は
別
稿
で
翻
刻
し
た
原
文
と
同
じ
も
の
だ
と
理
解
し
て
良
い
。

し
か
し
、
前
稿
は
抹
消
記
号
や
修
正
文
字
な
ど
も
付
し
た
た
め
読
み
づ
ら
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
本
稿
で
新
た
に
翻
刻
文
を
再
録
し
た
。
も
っ
と
も
、
本
稿
の

第
二
次
案
は
、
続
紙
に
書
か
れ
た
も
の
を
整
理
し
て
い
る
。
別
稿
は
異
な
る
史
料
か

ら
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

別
稿
で
引
用
し
た
史
料
は
、
縦
二
三
・
八
㎝
横
一
六
・
五
㎝
の
四
つ
目
袋
綴
の
竪
帳

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
竪
帳
は
、
柱
書
に
「
伊
藤
本
店
」
と
印
刷
さ
れ
た
罫
紙
を

袋
綴
じ
し
て
お
り
、
紙
数
は
九
丁
で
あ
る
。
丁
表
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
行
取
り
の
罫

線
・
界
線
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
た
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
表

記
、
す
な
わ
ち
元
の
条
文
は
第
一
次
案
の
修
正
文
と
同
文
で
あ
る
。
た
だ
一
部
の
文

字
、
例
え
ば
「
ス
」
が
「
ズ
」
と
書
か
れ
て
い
る
程
度
の
異
同
は
存
在
す
る
。

　

こ
の
第
二
次
案
で
加
筆
さ
れ
た
条
文
は
ゴ
チ
ッ
ク
で
記
し
て
い
る
が
、
一
つ
は
第

二
章
に
お
け
る
店
員
役
目
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
店
員
の
店
役
の
名
目
は
本
店
店
法

則
で
は
明
示
し
て
い
る
が
、
糸
店
一
次
案
で
書
き
漏
ら
し
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ

り
条
文
を
加
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
店
役
で
本
店
と
糸
店
と
の
大
き
な
違
い
は
、

本
店
で
は
「
商
務
役
」
が
置
か
れ
て
い
る
が
糸
店
で
は
そ
の
よ
う
な
店
役
は
な
く
、

「
売
買
役
」「
蔵
方
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
店
店
法
則

で
は
「
商
務
役
ハ
売
買
ヲ
専
務
ト
シ
」て
い
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

糸
店
の
「
売
買
役
」
は
本
店
の
商
務
役
と
同
様
の
職
務
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
た
、
第
一
次
案
で
は
決
算
時
に
損
失
が
出
た
場
合
は
店
員
配
当
金
は
出
さ
ず
、

そ
の
損
失
金
を
補
填
し
更
に
純
益
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
迄
は
配
当
し
な
い
と
定

め
て
い
た
が
、
第
二
次
案
で
は
損
失
金
は
翌
年
の
利
益
金
で
補
填
し
、
純
益
金
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
迄
は
配
当
し
な
い
と
改
め
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
相
違
は
判
然

と
し
な
い
が
、
損
失
補
填
を
何
で
行
う
の
か
を
明
確
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
純

益
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
店
員
配
当
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
店
店
法
則

で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
本
店
店
法
則
で
は
、
こ
の
店
員
配
当
金
の
う
ち
三
分
の
二
が
毎
年
配
当
、

三
分
の
一
以
下
は
功
労
積
立
金
と
し
て
本
家
に
積
み
置
く
と
さ
れ
て
い
た
が
、
糸
店

店
法
則
に
は
功
労
積
立
金
の
規
定
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
純
益
を
店
員
に
も
配
当
す

る
と
い
う
こ
と
は
本
店
店
法
則
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
損
失
を
だ
し
た
時
に
ど

う
す
る
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
糸
店
草
案
に
こ
の
よ
う
に
損
失
補
填
と
関

わ
ら
せ
て
規
定
を
設
け
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店
も
独
立
し
た
会
計
決
算
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
契
機
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
第
一
次
案
に
加
筆
・
抹
消
し
て
い
る
状
態
を
復
元
し
た
条
文

を
次
に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

②
第
二
次
案

　
　
　

第
一
章　

主
人
及
本
家

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

一
九



一
本
家
ハ
監
督
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
帳
簿
ヲ
検
閲
シ
、
店
卸
勘
定
ヲ
認
ム
ル

　

モ
ノ
ト
ス

一
主
人
ハ
本
家
合
議
ノ
上
、
店
法
則
ノ
訂
正
又
ハ
追
加
ヲ
為（
マ
マ
）ヲ

ナ
ス

一
主
人
ハ
本
家
協
議
ノ
上
、
資
本
金
ノ
増
減
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

都
合
ニ
依
リ
積
立
金
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

一
主
人
ハ
支
配
役
・
支
配
次
役
・
金
銭
出
納
役
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
二
章　

店
員
役
目

一
店
員
役
目
ハ
支
配
役
又
ハ
支
配
役
心
得
・
支
配
次
役
、
以
上
重
役
、
書
記
役
・
売

　

買
役
・
小
役
・
蔵
方
ト
ス

　
　

都
合
ニ
依
リ
テ
ハ
取
締
役
ヲ
置
ク
事
ア
ル
ベ
シ

一
支
配
役
ハ
店
法
則
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
総
テ
店
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
諸
帳
簿
ノ
検
印
ヲ
怠
ラ
ス
為
ス
可
シ

一
支
配
役
ハ
毎
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
十
日
迄
ハ
在
店
ヲ
要
ス

　
　

不
已
得
事
情
ア
ル
時
ハ
此
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
不
在
店
中
ノ
諸
来
状
ヲ
皆
閲
ス
ベ
シ

一
支
配
次
役
ハ
支
配
役
ト
連
帯
ノ
任
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
支
配
役
不
在
又
ハ
事

　

故
ア
ル
時
ハ
、
即
チ
之
ニ
代
ル
モ
ノ
ト
ス

一
書
記
役
ハ
大
会
議
ニ
定
ム
ル
任
務
ヲ
為
ス
事

一
売
買
役
ハ
重
要
ノ
事
ヲ
専
断
ス
可
カ
ラ
ス
、
必
ス
重
役
ト
協
議
ノ
上
為
ス
可
シ

一
重
役
ト
雖
モ
商
舘
ノ
約
定
ハ
各
員
協
議
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
三
章　

会
議

一
会
議
ハ
大
会
・
小
会
ノ
二
類
ニ
分
ツ

一
大
会
ハ
一
月
・
七
月
ノ
二
回
ト
シ
、
店
卸
勘
定
決
算
後
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
協
議
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
前
日
又
ハ
当
日
本
家
ニ
通
知
シ
臨
席
ヲ
求
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
半
ケ
年
間
ノ
事
務
役
割
ヲ
議
定
シ
、
商
業
ノ
方
針
ヲ
策
リ
、
改
良
ノ
必
要

　

ア
ル
時
ハ
之
ヲ
断
行
シ
、
諸
般
ノ
取
締
厳
重
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
相
庭
ノ
変
動
及
商
況
ノ
見
込
、
売
買
ノ
進
退
ヲ
協
議
ス
ル
ヲ
目
的
ト

　

ス
一
大
会
決
議
ノ
項
目
ハ
店
録
事
簿
ニ
記
載
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
四
章　

会
計

        　

其
一　

資
本
金
及
利
子
法

一
資
本
金
ハ
弐
万
円
ト
定
ム  

一
資
本
金
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
年
七
朱
ト
シ
、
之
ヲ
主
人
手
許
ニ
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
当
座
貸
借
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
世
上
ノ
相
庭
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　

其
二　

店
卸
勘
定

一
店
卸
勘
定
ハ
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
二
月
ノ
四
回
ト
ス

一
考
課
状（
則
チ
損
益
精
算
勘
定
）ハ
四
回
共
同
時
ニ
作
成
シ
、 

店
卸
勘
定
ト
対
照
ス 

　

可
キ
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
勘
定
・
店
員
勘
定
ハ
十
二
月
ノ
店
卸
勘
定
ノ
際
精
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
毎
年
六
月
・
十
二
月
店
卸
勘
定
及
ビ
考
課
状
ノ
明
細
ヲ
記
載
シ
、
之
ヲ
主
人
ニ
差

　

出
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
シ
、
用
紙
ハ
半
紙
ノ
罫
紙
ヲ
用
フ

一
店
卸
純
益
高
ノ
内
ヨ
リ
年
々
幾
分
ノ
操（
マ
マ
）越

ヲ
成
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
シ
、
純
益
僅
少
ナ
ル
時
ハ
此
限
ニ
非
ス

　
　
　

其
三　

店
員
勘
定

一
純
益
高
ノ
内
百
分
ノ
二
十
ヲ
店
員
配
当
金
ト
ス

一
店
卸
勘
定
損
失
ノ
場
合
ニ
ハ
翌
年
ノ
利
益
金
ヲ
以
テ
補
填
シ
、
更
ニ
純
益
金
ヲ
得

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
三
号

二
〇



　

ル
ニ
至
ル
迄
ハ
店
員
配
当
金
ヲ
為
サ
ゞ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
及
本
家
合
議
ノ
上
、
之
ヲ
識
別
シ
配
当
為
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
預
リ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

一
前
条
配
当
金
ノ
内
、
出
世
店
員
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
計
算
ヲ
成
シ
、
預
証

　

書
ヲ
相
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
年
々
預
金
額
ニ
対
シ
年
五
朱
以
上
ノ
利
子
ヲ
付
ス

　
　

但
、
主
人
ノ
差
図
ニ
依
ル
時
ハ
国
債
証
券
又
ハ
株
券
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
出
世
店
員
ニ
ハ
証
書
ヲ
与
ヘ
ス
、
且
利
子
ヲ
付
セ
ス
、
店
員
勘
定
帳
ニ
記
シ
置
ク

　

ノ
ミ

一
出
世
店
員
ハ
正
当
ノ
理
由
ニ
仍
リ
借
用
金
ヲ
要
ス
ル
事
有
ル
時
ハ
、
支
配
人
ヲ
経

　

テ
之
ヲ
主
人
ニ
申
出
ル
事
ヲ
得          

一
出
世
店
員
前
項
ノ
借
用
ヲ
成
シ
置
ク
ト
キ
ハ
、
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
勘
定

　

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
一
ケ
年
百
円
以
上
三
百
円
以
下
ノ
手
当
金
ヲ
給
ス

一
出
世
店
員
ハ
衣
類
料
其
他
失
費
補
助
ト
シ
テ
一
ケ
年
弐
拾
円
以
上
百
円
以
下
ヲ
給

　

ス

　
　

但
、
衣
類
ハ
身
分
相
応
ノ
制
限
ア
ル
ベ
シ

一
子
供
ハ
仕
着
ニ
ヨ
リ
店
費
ヲ
以
テ
仕
給
ス

一
店
員
若
シ
不
正
不
忠
ノ
行
為
ア
ル
時
ハ
、配
当
積
立
預
金
ノ
渡
方
ニ
影
響
ス
ベ
シ
、

　

又
事
柄
ニ
依
リ
テ
ハ
此
積
立
金
預
金
ヲ
没
収
シ
、尚
ホ
損
害
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、

　

更
ニ
要
求
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　
　

第
五
章　

禁
止
及
秘
密

一
主
人
若
シ
ク
ハ
支
配
人
ノ
承
諾
ヲ
経
ス
シ
テ
宿
泊
ヲ
要
ス
ベ
キ
他
行
ヲ
為
ス
コ
ト

　

ヲ
禁
ス

一
店
員
各
己
ノ
名
義
ヲ
以
テ
売
買
及
ヒ
金
銭
ノ
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

一
主
家
ハ
勿
論
、
店
ノ
名
誉
又
ハ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
柄
、
其
他
秘
密
ニ
属
ス
ル
事
故

　

等
ハ
他
言
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
此
店
法
則
ヲ
他
人
ニ
猥
リ
ニ
洩
ス
可
カ
ラ
ス

　
　
　
　
　

補
則

　
　
　

其
一　

店
員
帰
宅
心
得

一
店
員
帰
宅
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
、
主
人
・
支
配
役
ニ
申
出
、
其
承
諾
ヲ
経
ベ
シ

　
　
　

其
二

一
此
法
則
帖
ハ
主
人
手
許
ニ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

　

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
右
の
第
二
次
案
と
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
竪
帳
に
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
竪
帳
に
は
、
第
一
次
案
が
認
め
ら
れ
て
い
る
続
紙
に
は
書
か
れ
て
い
な

い
「
序
文
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
序
文
に
も
ま
た
、
朱
筆
・
墨
筆
に
よ
る
加
筆
・
抹

消
の
校
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。こ
の
竪
帳
に
加
え
ら
れ
た
修
正
は
、「
④
第
三
次
案
」

と
し
て
後
掲
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
序
文
の
み
草
案
を
次
に
記
す
。

③
第
二
次
案
補
足　

（
表
紙
）

「
店
法
則
」

　
　
　
　
　

序
文

当
糸
店
は
明
治
廿
五
年
に
開
業
し
、爾
来
年
を
重
ぬ
る
事
殆
ん
ど
十
ケ
年
ニ
及
べ
り
、

其
間
得
意
の
信
用
と
且
つ
相
応
の
利
益
を
得
る
ニ
至
り
し
も
、
爰
ニ
種
々
の
困
難
を

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

二
一



生
じ
、
遂
ニ
無
一
物
の
沢
決
果
を
見
る
、
然
る
ニ
幸
忠
実
な
る
店
員
諸
氏
と
策
り
、

更
ニ
資
金
を
分
ち
幼
少
な
る
孝
太
郎
の
為
め
ニ
営
業
を
継
続
す
る
事
と
な
せ
り

就
而
ハ
将
来
業
務
の
根
拠
を
定
め
店
員
の
権
利
義
務
を
も
重
ん
ず
る
ニ
よ
り
、
茲
ニ

こ
の
店
法
則
を
発
表
す
る
の
所
以
な
り

店
員
諸
氏
ハ
能
く
此
意
を
諒
知
せ
ら
れ
、
特
ニ
左
ニ
述
べ
た
る
義
を
深
く
心
得
ら
れ

ん
事
を
望
む
所
な
り

一
、
主
家
ニ
対
し
て
ハ
礼
儀
を
重
ん
じ
、
店
員
同
輩
ニ
在
て
ハ
殊
ニ
和
合
を
大
切
ニ 

　

し
、
長
上
を
敬
ひ
下
弟
を
愛
し
、
最
も
顧
客
ニ
対
し
て
ハ
尊
敬
を
厚
ふ
し
、
巳（
己
）を

　

卑
ふ
す
る
事
を
勉
む
べ
し

一
、
常
ニ
質
素
の
心
掛
を
篤
ふ
し
、
勉
め
て
浮
華
を
誡
め
、
品
行
方
正
に
し
て
勤
倹

　

の
徳
を
養
成
す
べ
し

一
、
営
業
上
投
機
心
の
増
長
に
駆
ら
れ
て
失
敗
を
招
く
事
多
し
、
恐
る
べ
き
事
な
り
、

　

則
ち
取
引
所
ニ
於
て
商
品
の
定
期
売
買
を
為
す
べ
か
ら
ず
、
若
し
其
必
要
已
む
を

　

得
ざ
る
時
ハ
、
重
役
と
雖
も
決
し
て
専
断
せ
ず
、
一
同
協
議
の
上
ニ
て
せ
ら
る
べ

　

し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家 

老
主 
識

　
　

明
治
三
拾
四
年
一
月

　

こ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
糸
店
の
開
業
は
明
治
二
十
五
年
だ
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
開
業
当
時
は
本
店
の
「
糸
方
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
独
立
し
た
店
舗
を
安
土
町
二
丁
目
に
開
店
し
た
の
は
明

治
二
十
六
年
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
良
い
。同
年
に
本
店
店
法
則
が
制
定
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
京
店
や
西
店
で
は
店
法
則
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い

に
も
拘
わ
ら
ず
、
糸
店
だ
け
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
「
種
々
の
困
難
」
が

生
じ
た
こ
と
に
よ
る
。
別
稿
（
注
２
）
に
も
略
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
困
難
は
初
代

忠
兵
衛
の
長
女
と
き
と
当
時
の
糸
店
店
主
伊
藤
忠
次
郎
が
離
婚
し
た
こ
と
に
よ
る
問

題
で
あ
る
。

　

明
治
三
十
三
年
二
月
に
忠
次
郎
は
伊
藤
家
と
離
縁
す
る
が
、
協
議
離
婚
が
成
立
し

た
の
は
十
一
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
娘
の
と
き
と
孫
の
ふ

き
・
孝
太
郎
の
生
活
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
忠
兵
衛
を
襲
っ
た
の
で
あ
る
。

店
主
を
失
っ
た
糸
店
を
ど
の
よ
う
に
存
続
さ
せ
る
か
、
早
急
に
決
め
る
必
要
が
あ
っ

た
。
忠
兵
衛
は
孫
の
孝
太
郎
を
店
主
に
据
え
て
事
業
を
継
続
さ
せ
た
い
と
い
う
希
望

を
持
っ
て
い
た
が
、こ
れ
は
大
阪
市
東
区
役
所
が
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
東
区
裁
判
所
の
指
定
に
よ
り
同
年
十
二
月
十
日
に
糸
店
で
親
族
会
が
開

か
れ
、「
親
権
者
伊
藤
と
き
ハ
未
成
年
者
伊
藤
孝
太
郎
ノ
為
メ
ニ
大
坂
市
東
区
安
土

町
弐
丁
目
五
拾
壱
番
地
ニ
於
テ
綛
糸
商
営
業
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
決
議（
４
）」し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
決
議
書
に
は
、
伊
藤
忠
兵
衛
と
本
家
の
伊
藤
長
兵
衛
が
連
署
し
て
い
る
。

　

伊
藤
忠
次
郎
が
正
式
に
伊
藤
家
の
戸
籍
か
ら
外
れ
て
直
ち
に
孝
太
郎
を
当
主
と
す

る
こ
と
の
交
渉
を
依
頼
し
、
そ
れ
が
困
難
、
と
な
る
や
親
族
会
議
を
開
い
て
事
業
継

承
の
道
筋
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
親
族
会
の
決
議
書
に
は
妻
・
八
重
の
実
家
（
藤
野
家
）
の
住
所
が
書
か
れ

て
い
る
も
の
の
当
主
名
は
空
白
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
親
族
会
の
開
催

を
急
い
だ
た
め
豊
郷
村
四
十
九
院
に
所
在
す
る
藤
野
家
か
ら
当
主
が
上
阪
す
る
こ
と

を
待
つ
こ
と
な
く
決
議
を
急
い
だ
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
序
文
に
も
ま
た
、忠
兵
衛
は
店
員
に
対
し
て
三
ケ
条
の
訓
諭
を
残
し
て
い
る
。

第
一
条
・
二
条
は
本
店
店
法
則
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
訓
諭
五
則
」
に
通

ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
条
は
投
機
を
戒
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
取

引
所
」
に
お
け
る
「
商
品
の
定
期
売
買
」
を
禁
じ
て
い
る
の
は
、
綿
糸
・
綿
花
・
綿

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
三
号

二
二



布
の
三
品
の
先
物
取
引
を
行
う
三
品
取
引
所
で
の
定
期
売
買
を
良
し
と
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
序
文
の
日
付
が
「
明
治
三
拾
四
年
一
月
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
次
案
や
後
掲
の
第
三
次
案
は
短
日
の
間
で
執
筆
・
修
正
を

加
え
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
ほ
ど
忠
兵
衛
は
糸
店
の
事
業
存
続
に
焦
心
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

三
　
糸
店
店
法
則
第
三
次
案

　

次
に
掲
げ
る
「
④
第
三
次
案
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
四
つ
目
袋
綴
の
竪
帳
に
記
さ

れ
て
い
る
序
文
や
店
法
則
条
文
に
加
筆
・
抹
消
な
ど
の
修
正
が
行
わ
れ
た
文
章
を
復

元
し
た
も
の
で
あ
る
。
竪
帳
に
書
き
込
ま
れ
た
朱
筆
の
字
句
や
訂
正
の
指
示
は
忠
兵

衛
の
文
字
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
次
案
に
対
す
る
加
筆
や
抹
消
の
指
示

に
は
複
数
の
人
物
の
筆
跡
が
確
認
で
き
、
ま
た
条
文
を
全
面
的
に
削
除
す
る
指
示
を

兼
ね
て
、
当
該
条
文
上
に
付
箋
・
貼
り
紙
な
ど
に
代
替
の
条
文
を
記
し
て
い
る
も
の

が
複
数
個
所
に
見
ら
れ
る
。別
稿
で
は
そ
れ
ら
の
状
態
を
一
つ
一
つ
記
し
て
い
る
が
、

判
読
す
る
上
で
煩
瑣
な
た
め
本
稿
で
は
捨
象
し
、
第
二
次
案
か
ら
大
き
く
書
き
換
え

ら
れ
た
字
句
・
条
文
を
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
記
し
、
一
部
の
抹
消
個
所
を
二
重
取
消
線
で

示
す
こ
と
に
す
る
。 

④
第
三
次
案

（
表
紙
）

「
店
法
則
」

（
表
紙
付
箋
・
朱
筆
）

「
店
法
帖
ニ
清
書
之
際
ハ
下
書
ヲ
能
熟
見
シ
、
字
句
ノ
違
等
ハ
な
を
し
被
下
、
遺
漏

な
き
様
頼
入
候
也
、
若
わ
か
ら
ぬ
事
ア
レ
ハ
忠
三
ニ
問
ヒ
玉
ふ
べ
し
、
五
日
午
前
中

ニ
仕
上
ケ
被
下
候
」

　
　
　
　
　

序
文

当
糸
店
は
明
治
廿
五
年
に
開
業
し
、爾
来
年
を
重
ぬ
る
事
殆
ん
ど
十
ケ
年
ニ
及
べ
り
、

其
間
得
意
の
信
用
と
且
つ
相
応
の
利
益
を
得
る
ニ
至
り
し
も
、
爰
ニ
種
々
の
困
難
を

生
じ
、
遂
ニ
無
一
物
の
決
果
を
見
る
、
然
る
ニ
幸
忠
実
な
る
店
員
諸
氏
と
策
り
、
更

ニ
資
金
を
分
ち
幼
少
な
る
孝
太
郎
の
為
め
ニ
営
業
を
継
続
す
る
事
と
な
せ
り

就
而
ハ
将
来
業
務
の
根
拠
を
定
め
店
員
の
権
利
義
務
を
も
重
ん
ず
る
ニ
よ
り
、
茲
ニ

こ
の
店
法
則
を
発
表
す
る
の
所
以
な
り

店
員
諸
氏
ハ
能
く
此
意
を
諒
知
せ
ら
れ
、
特
ニ
左
ニ
述
べ
た
る
義
を
深
く
心
得
ら
れ

ん
事
を
望
む
所
な
り

一
、
主
家
ニ
対
し
て
ハ
義
理
ヲ
弁
ヱ
礼
儀
を
重
ん
じ
、
店
員
同
輩
ニ
在
て
ハ
殊
ニ
和

　

合
を
大
切
ニ
し
、
長
上
を
敬
ひ
下
弟
を
愛
し
、
最
も
顧
客
ニ
対
し
て
ハ
尊
敬
を
厚

　

ふ
し
、
巳（
己
）を

卑
ふ
す
る
事
を
勉
む
べ
し

一
、
常
ニ
質
素
の
心
掛
を
篤
ふ
し
、
勉
め
て
浮
華
を
誡
め
、
品
行
方
正
に
し
て
勤
倹

　

の
徳
を
養
成
す
べ
し

一
、
投
機
心
ノ
増
長
ハ
失
敗
を
招
く
之
基
ヒ
な
れ
ば
深
く
恐
る
べ
き
事
な
り
、
本
業

　

之
如
き
ワ
定
期
売
買
を
利
用
す
べ
き
場
合
な
き
に
限
ら
さ
れ
共
、
其
弊
之
及
ほ
す

　

処
大
な
れ
ば
常
に
戒
慎
せ
ら
る
べ
し
、
若
其
必
要
已
む
を
得
さ
る
時
ハ
、
重
役
ト

　

雖
と
も
決
し
て
専
断
せ
す
、
一
同
協
議
の
上
ニ
て
せ
ら
る
べ
し

一
、
道
徳
ノ
淵
源
た
る
仏
教
法
話
会
を
お
り
〳
〵
成
す
を
開
会
な
す
を
善
と
す

　
　

明
治
三
十
四
年
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家 

老
主 

識

　
　

　
　
　
　
　

店
法
則

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

二
三



　
　
　

第
壱
章　

主
人
及
本
家

一
本
家
ハ
総
テ
監
督
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
帳
簿
ヲ
検
閲
シ
店
卸
勘
定
ヲ

　

認
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
ハ
本
家
合
議
ノ
上
、
店
法
則
ノ
訂
正
又
ハ
追
加
ヲ
為
ス

一
主
人
ハ
本
家
協
議
ノ
上
、
資
本
金
ノ
増
減
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
ハ
支
配
役
又
ハ
支
配
役
心
得
・
支
配
次
役
・
金
銭
出
納
役
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト

　

ス

　
　
　

第
弐
章　

店
員
役
目

一
店
員
役
目
ハ
支
配
役
又
ハ
支
配
役
心
得
・
支
配
次
役
（
以
上
重
役
ト
ス
）、
書
記

　

役
・
売
買
役
・
小
役
・
蔵
方
ト
ス

一
前
条
役
目
ノ
外
ニ
取
締
役
ヲ
置
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
（
重
役
ト
ス
）

一
支
配
役
ハ
店
法
則
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
総
テ
店
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
諸
帳
簿
ノ
検
印
ヲ
怠
ラ
ズ
ナ
ス
ベ
シ

一
支
配
役
ハ
毎
年
十
弐
月
弐
十
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
十
日
迄
ハ
在
店
ヲ
要
ス

　
　

不
已
得
事
情
ア
ル
時
ハ
此
限
ニ
非
ズ

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
不
在
中
ノ
帳
簿
ハ
勿
論
諸
来
状
ヲ
皆
閲
ス
ベ
シ

一
支
配
次
役
ハ
支
配
役
ト
連
帯
ノ
任
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
支
配
役
不
在
又
ハ
事

　

故
ア
ル
時
ハ
、
即
チ
之
ニ
代
ル
モ
ノ
ト
ス

一
書
記
役
ハ
大
会
議
ニ
定
ム
ル
任
務
ヲ
成
ス
モ
ノ
ト
ス

一
売
買
役
ハ
重
要
ノ
事
ヲ
専
断
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ズ
重
役
ト
協
議
ノ
上
ナ
ス
ベ
シ

一
重
役
ト
雖
モ
商
舘
ノ
約
定
ハ
各
員
協
議
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
参
章　

会
議

一
会
議
ハ
大
会
・
小
会
ノ
二
類
ニ
分
ツ

一
大
会
ハ
一
月
・
七
月
ノ
二
回
ト
シ
、
店
卸
勘
定
決
算
後
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
協
議
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
前
日
又
ハ
当
日
本
家
ニ
通
知
シ
臨
席
ヲ
求
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
半
期
間
ノ
事
務
役
割
ヲ
議
定
シ
、
商
業
ノ
方
針
ヲ
策
リ
、
改
良
ノ
必
要
ア

　

ル
時
ハ
之
ヲ
断
行
シ
、
諸
般
ノ
取
締
ヲ
厳
重
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
相
場
ノ
変
動
及
ビ
商
況
ノ
見
込
、
売
買
ノ
進
退
ヲ
協
議
ス
ル
ヲ
目
的

　

ト
ス

一
大
会
決
議
ノ
項
目
ハ
店
録
事
簿
ニ
記
載
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
四
章　

会
計

        　

其
一　

資
本
金
及
利
子
法

一
資
本
金
ハ
（
マ
マ
）
万
円
ト
定
ム  

一
資
本
金
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
年
六
朱
ト
シ
、
之
ヲ
主
人
手
許
ニ
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
勘
定
・
当
座
貸
借
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
世
上
ノ
相
場
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　

其
二　

店
卸
勘
定

一
店
卸
勘
定
ハ
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
弐
月
ノ
四
回
ト
ス

一
考
課
状
（
則
チ
損
益
精
算
勘
定
）
ハ
、
四
回
共
同
時
ニ
作
成
シ
、
店
卸
勘
定
ト
対

　

照
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
、
正
則
ノ
簿
記
法
ト
ナ
ス
時
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

一
店
卸
勘
定
ノ
損
益
高
ヲ
一
回
毎
ニ
差
引
帳
ノ
口
座
ニ
記
入
シ
、
年
末
則
一
ケ
年
ノ

　

計
算
ニ
依
リ
店
員
配
当
・
主
人
納
メ
ヲ
区
分
シ
、
主
人
勘
定
ニ
振
替
記
入
ス
ル
モ

　

ノ
ト
ス

一
店
卸
勘
定
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
幾
分
ノ
準
備
積
立
金
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
卸
勘
定
損
失
ノ
場
合
ニ
ハ
前
条
ノ
準
備
積
立
金
ヲ
繰
入
レ
、
猶
不
足
ア
ル
時
ハ

　

翌
年
ノ
利
益
金
ヲ
以
テ
補
填
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
毎
年
十
二
月
店
卸
勘
定
表
及
貸
借
対
照
表
・
考
課
帖
ノ
明
細
書
ヲ
添
、
主
人
ニ
差

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　
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出
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
、
用
紙
ハ
半
紙
ノ
罫
紙
ヲ
用
フ

　
　
　

其
三　

店
員
勘
定

一
純
益
高
ノ
内
百
分
ノ
二
十
ヲ
店
員
配
当
金
ト
ス

一
前
条
配
当
金
ノ
内
、
十
分
ノ
七
ヲ
分
配
ニ
、
十
分
ノ
三
ヲ
翌
年
ヘ
繰
越
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
及
ビ
本
家
合
議
ノ
上
、
之
ヲ
識
別
シ
配
当
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
預
リ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

一
前
条
配
当
金
ノ
内
、
出
世
店
員
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
計
算
ヲ
為
シ
、
預
リ

　

証
書
ヲ
相
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
預
リ
金
ニ
対
シ
年
五
朱
以
上
ノ
利
子
ヲ
付
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
モ
ノ
ハ
主
人
ノ
指
図
ニ
依
リ
公
債
証
書
又
ハ
株
券
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ

　

得
一
有
給
店
員
ハ
配
当
預
リ
金
ニ
対
し
相
当
ノ
利
子
ヲ
付
シ
、
且
該
金
入
用
ノ
時
ハ
主

　

人
ニ
申
出
ベ
シ

一
出
世
店
員
ニ
ハ
証
書
ヲ
与
ヘ
ズ
、
且
ツ
利
子
ヲ
付
セ
ズ
、
店
員
勘
定
帳
ニ
記
シ
置

　

ク
ノ
ミ

一
出
世
店
員
ハ
正
当
ノ
理
由
ニ
依
リ
借
用
金
ヲ
要
ス
ル
事
ア
ル
時
ハ
、
可
成
支
配
人

　

ヲ
経
テ
之
ヲ
主
人
ニ
申
出
ヅ
ル
事
ヲ
得          

一
出
世
店
員
前
項
ノ
借
用
金
ヲ
成
シ
置
ク
時
ハ
、
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
勘
定

　

ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
一
ケ
年
百
円
以
上
参
百
円
以
下
ノ
手
当
金
ヲ
給
ス

一
出
世
店
員
ハ
衣
類
料
其
他
失
費
補
助
ト
シ
テ
一
ケ
年
弐
拾
円
以
上
百
円
以
下
ヲ
給

　

ス

　
　

但
シ
、
衣
類
ハ
身
分
相
応
ノ
制
限
ア
ル
ベ
シ

一
子
供
ハ
仕
着
ニ
依
リ
店
費
ヲ
以
テ
仕
給
ス

一
店
員
若
シ
不
正
不
忠
ノ
行
為
ア
ル
時
ハ
、配
当
積
立
預
金
ノ
渡
方
ニ
影
響
ス
ベ
シ
、

　

又
事
柄
ニ
依
リ
テ
ハ
没
収
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
　

第
五
章　

禁
止
及
秘
密

一
店
員
自
己
ノ
利
益
ノ
為
ニ
取
引
所
ニ
於
テ
売
買
ナ
ス
ハ
勿
論
、
其
他
自
分
ノ
名
義

　

ヲ
以
テ
売
買
及
金
銭
ノ
取
引
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

一
主
人
及
支
配
人
ノ
承
諾
ヲ
経
ス
シ
テ
宿
泊
ヲ
要
ス
ヘ
キ
他
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

一
主
家
ハ
勿
論
、
店
ノ
名
誉
又
ハ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
柄
、
其
他
秘
密
ニ
属
ス
ル
事
故

　

等
ハ
他
言
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
此
店
法
則
ヲ
他
人
ニ
猥
リ
ニ
洩
ス
ベ
カ
ラ
ズ

　
　
　
　
　

補
則

　
　
　

其
一　

店
員
帰
宅
心
得

一
店
員
帰
宅
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
、
主
人
・
支
配
役
ニ
申
出
デ
、
其
承
諾
ヲ
経
ベ

　

シ

　
　
　

其
二

一
此
法
則
帖
ハ
主
人
手
許
ニ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

以
上

　
　

明
治
三
拾
四
年
一
月

　

右
の
第
三
次
案
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
第
二
次
案
に
は
、
か
な
り
の
条
文
に
校
正

の
手
が
入
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
表
紙
に
は
忠
兵
衛
の
自
筆
に
な
る
付
箋
が
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
筆
勢
は
弱
く
、
墨
色
も
薄
く
な
っ
て
い
る
。
清
書
時
の
指
示
も
依
頼

文
と
な
っ
て
お
り
、
不
明
点
は
女
婿
の
伊
藤
忠
三
に
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
に
と
伝
え

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

二
五



て
い
る
。
ま
た
、「
五
日
午
前
中
」
に
店
法
則
の
清
書
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
頼
ん

で
い
る
が
、「
五
日
」
と
は
明
治
三
十
四
年
一
月
五
日
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
当
時
の
糸
店
に
は
一
五
名
在
籍
し
た
と
思
わ
れ
る
が（
５
）、

そ
の
内
訳
は
七
名
の

出
世
店
員
と
三
名
の
有
給
員
、
お
よ
び
五
名
の
「
奥
女
中
」
で
あ
っ
た
。
出
世
店

員
に
は
村
岸
久
（
休
）
五
郎
（
明
治
二
十
五
年
入
店
）・
筒
井
喜
三
郎
（
同
二
十
五
年
入

店
）・
加
藤
定
蔵
（
定
次
郎
）（
同
二
十
六
年
入
店
）・
小
菅
宇
七
（
同
二
十
六
年
入
店
）

等
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
糸
店
の
初
代
主
任
で
あ
っ
た
村
岸
や
初
代
副
主

任
の
小
菅
、
あ
る
い
は
後
に
糸
店
東
京
支
店
の
初
代
主
任
と
な
る
筒
井
等
が
加
筆
・

抹
消
を
実
施
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
案
で
は
序
文
の
訓
諭
は
三

ケ
条
で
書
か
れ
て
い
た
が
、
本
店
店
法
則
が
制
定
さ
れ
た
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
訓
諭

は
忠
兵
衛
が
書
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
こ
に
は
修
正
の
手
が
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
糸
店
店
法
則
の
序
文
は
三
則
の
素
案
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
第
三
次
案
で
は
四
則
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
第
三
則
と
四
則
は
、
別

の
筆
跡
に
よ
っ
て
原
文
の
上
に
付
箋
が
貼
ら
れ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
修
正
は
、
忠
兵
衛
自
ら
が
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
当
主
の
意

向
を
踏
ま
え
て
誰
か
が
修
正
加
筆
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、「
奥
女
中
」
が
在
店
し
て
い
る
の
も
糸
店
の
特
異
性
を
示
し
て
い
る
。
女

中
が
存
在
し
た
の
は
、
豊
郷
本
家
に
三
名
と
忠
兵
衛
が
療
養
生
活
を
し
て
い
る
須
磨

に
二
名
勤
め
て
い
た
が
、
糸
店
が
最
も
多
人
数
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
一

名
の
「
乳
母
」
が
お
り
、
本
家
に
も
「
乳
母
」
が
一
人
い
た
。
た
だ
し
、
糸
店
の
乳

母
は
名
前
も
原
籍
地
も
記
載
が
な
く
、
本
家
の
乳
母
は
名
前
が
な
い
が
原
籍
地
は
書

か
れ
て
い
る
の
で
、
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
詳
細
の
解

明
は
今
後
の
調
査
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
明
ら
か
に
糸
店
は
幼
年
者
を
抱
え
た

長
女
の
と
き
が
居
住
す
る
と
と
も
に
、
店
員
が
綿
糸
・
綿
布
を
取
り
扱
う
店
で
あ
る

が
故
に
、
奥
女
中
が
と
き
一
家
の
日
常
的
な
生
活
を
支
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

四
　
糸
店
店
法
則
の
清
書

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
糸
店
店
法
則
の
原
案
は
、
複
数
の
人
物
の
校
閲
を
経
て

清
書
に
至
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
本
店
店
法
則
の
よ

う
に
最
終
的
に
清
書
し
た
原
文
書
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（
６
）。

そ
こ
で
第
三
次

案
の
修
正
文
を
「
清
書
」
と
し
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥
清
書

　
　
　
　
　

序
文

当
糸
店
は
明
治
二
十
五
年
に
開
業
し
、爾
来
年
を
重
ぬ
る
事
殆
ど
十
箇
年
に
及
べ
り
、

其
間
得
意
の
信
用
と
且
つ
相
応
の
利
益
を
得
る
に
至
り
し
も
、
爰
に
種
々
の
困
難
を

生
し
、
遂
に
無
一
物
の
結
果
を
見
る
、
然
る
に
幸
ひ
忠
実
な
る
店
員
諸
氏
と
策
り
、

更
に
資
金
を
分
ち
幼
少
な
る
孝
太
郎
の
為
め
に
営
業
を
継
続
す
る
事
と
な
せ
り

就
て
ハ
将
来
業
務
の
根
拠
を
定
め
店
員
の
権
利
義
務
を
も
重
ん
ず
る
に
よ
り
、
茲
に

こ
の
店
法
則
を
発
表
す
る
の
所
以
な
り

店
員
諸
氏
は
能
く
此
意
を
諒
知
せ
ら
れ
、
特
に
左
に
述
へ
た
る
義
を
深
く
心
得
ら
れ

ん
事
を
望
む
所
な
り

一
主
家
に
対
し
て
は
義
理
を
弁
へ
礼
儀
を
重
ん
じ
、
店
員
同
輩
に
在
て
ハ
殊
に
和
合

　

を
大
切
に
し
、
長
上
を
敬
ひ
下
弟
を
愛
し
、
最
も
顧
客
に
対
し
て
ハ
尊
敬
を
厚
ふ

　

し
、
巳（
己
）を

卑
ふ
す
る
事
を
勉
む
へ
し

一
常
に
質
素
の
心
掛
を
篤
ふ
し
、
勉
め
て
浮
華
を
誡
め
、
品
行
方
正
に
し
て
勤
倹
の

　

徳
を
養
成
す
べ
し

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
三
号

二
六



一
投
機
心
の
増
長
ハ
失
敗
を
招
く
の
基
ひ
な
れ
ば
深
く
恐
る
へ
き
事
な
り
、
本
業
の

　

如
き
ハ
定
期
売
買
を
利
用
す
べ
き
場
合
な
き
に
限
ら
さ
れ
と
も
、
其
弊
の
及
ほ
す

　

と
こ
ろ
大
な
れ
バ
常
に
戒
慎
せ
ら
る
べ
し
、
若
し
其
必
要
已
む
を
得
さ
る
時
ハ
、

　

重
役
と
雖
も
決
し
て
専
断
せ
ず
、
一
同
協
議
の
上
に
て
せ
ら
る
べ
し

一
道
徳
の
淵
源
た
る
仏
教
法
話
を
お
り
〳
〵
開
会
な
す
を
善
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

明
治
三
十
四
年
一
月                    

本
家
老
主　

識

　
　
　
　
　

店
法
則

　
　
　

第
壱
章　

主
人
及
本
家

一
本
家
ハ
総
テ
監
督
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
帳
簿
ヲ
検
閲
シ
店
卸
勘
定
ヲ

　

認
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
ハ
本
家
合
議
ノ
上
、
店
法
則
ノ
訂
正
又
ハ
追
加
ヲ
為
ス

一
主
人
ハ
本
家
協
議
ノ
上
、
資
本
金
ノ
増
減
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
ハ
支
配
役
又
ハ
支
配
役
心
得
・
支
配
次
役
・
金
銭
出
納
役
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト

　

ス

　
　
　

第
弐
章　

店
員
役
目

一
店
員
役
目
ハ
支
配
役
又
ハ
支
配
役
心
得
・
支
配
次
役
（
以
上
重
役
ト
ス
）、
書
記

　

役
・
売
買
役
・
小
役
・
蔵
方
ト
ス

一
前
条
役
目
ノ
外
ニ
取
締
役
ヲ
置
ク
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
（
重
役
ト
ス
）

一
支
配
役
ハ
店
法
則
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
総
テ
店
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
諸
帳
簿
ノ
検
印
ヲ
怠
ラ
ズ
為
ス
ベ
シ

一
支
配
役
ハ
毎
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
十
日
迄
ハ
在
店
ヲ
要
ス

　
　

不
得
已
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

一
支
配
役
・
支
配
次
役
ハ
不
在
中
ノ
帳
簿
ハ
勿
論
諸
来
状
ヲ
皆
閲
ス
ベ
シ

一
支
配
次
役
ハ
支
配
役
ト
連
帯
ノ
任
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
支
配
役
不
在
又
ハ
事

　

故
ア
ル
時
ハ
、
即
チ
之
ニ
代
ル
モ
ノ
ト
ス

一
書
記
役
ハ
大
会
議
ニ
定
ム
ル
任
務
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

一
売
買
役
ハ
重
要
ノ
事
ヲ
専
断
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ズ
重
役
ト
協
議
ノ
上
ナ
ス
ベ
シ

一
重
役
ト
雖
モ
商
舘
ノ
約
定
ハ
各
員
協
議
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
参
章　

会
議

一
会
議
ハ
大
会
・
小
会
ノ
二
類
ニ
分
ツ

一
大
会
ハ
一
月
・
七
月
ノ
二
回
ト
シ
、
店
卸
勘
定
決
算
後
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
協
議
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
前
日
又
ハ
当
日
本
家
ニ
通
知
シ
臨
席
ヲ
求
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

一
大
会
ハ
半
期
間
ノ
事
務
役
割
ヲ
議
定
シ
、
商
業
ノ
方
針
ヲ
策
リ
、
改
良
ノ
必
要
ア

　

ル
時
ハ
之
ヲ
断
行
シ
、
諸
般
ノ
取
締
ヲ
厳
重
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

一
小
会
ハ
時
々
相
場
ノ
変
動
及
ビ
商
況
ノ
見
込
、
売
買
ノ
進
退
ヲ
協
議
ス
ル
ヲ
目
的

　

ト
ス

一
大
会
決
議
ノ
項
目
ハ
店
録
事
簿
ニ
記
載
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

第
四
章　

会
計

        　

其
一　

資
本
金
及
利
子
法

一
資
本
金
ハ
（
マ
マ
）
万
円
ト
定
ム  

一
資
本
金
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
年
六
朱
ト
シ
、
之
ヲ
主
人
手
許
ニ
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
主
人
勘
定
・
当
座
貸
借
ニ
対
ス
ル
利
子
ハ
世
上
ノ
相
場
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　

其
二　

店
卸
勘
定

一
店
卸
勘
定
ハ
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
二
月
ノ
四
回
ト
ス

一
考
課
状
（
則
チ
損
益
精
算
勘
定
）
ハ
、
四
回
共
同
時
ニ
作
成
シ
、
店
卸
勘
定
ト
対

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

二
七



　

照
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
、
正
則
ノ
簿
記
法
ト
ナ
ス
時
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

一
店
卸
勘
定
ノ
損
益
高
ヲ
一
回
毎
ニ
差
引
帳
ノ
口
座
ニ
記
入
シ
、
年
末
則
チ
壱
箇
年

　

ノ
計
算
ニ
依
リ
店
員
配
当
・
主
人
納
メ
ヲ
区
分
シ
、
主
人
勘
定
ニ
振
替
記
入
ス
ル

　

モ
ノ
ト
ス

一
店
卸
勘
定
ノ
都
合
ニ
依
リ
幾
分
ノ
準
備
積
立
金
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
卸
勘
定
損
失
ノ
場
合
ニ
ハ
前
条
ノ
準
備
積
立
金
ヲ
繰
入
レ
、
猶
不
足
ア
ル
時
ハ

　

翌
年
ノ
利
益
金
ヲ
以
テ
補
填
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
毎
年
十
二
月
店
卸
勘
定
表
及
貸
借
対
照
表
・
考
課
状
ノ
明
細
書
ヲ
添
ヘ
、
主
人
ニ

　

差
出
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
、
用
紙
ハ
半
紙
ノ
罫
紙
ヲ
用
フ

　
　
　

其
三　

店
員
勘
定

一
純
益
高
ノ
内
百
分
ノ
二
十
ヲ
店
員
配
当
金
ト
ス

一
前
条
ノ
配
当
金
高
ノ
内
、
十
分
ノ
七
ヲ
分
配
シ
、
十
分
ノ
三
ヲ
翌
年
ヘ
繰
越
ス
モ

　

ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
及
ビ
本
家
合
議
ノ
上
、
之
ヲ
識
別
シ
配
当
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
店
員
配
当
金
ハ
主
人
預
リ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

一
前
条
配
当
金
ノ
内
、
出
世
店
員
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
計
算
ヲ
為
シ
、
預
リ

　

証
書
ヲ
相
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
預
リ
金
ニ
対
シ
年
五
朱
以
上
ノ
利
子
ヲ
付
ス

一
別
家
格
ノ
者
ハ
主
人
ノ
指
図
ニ
依
リ
公
債
証
書
又
ハ
株
券
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
有
給
店
員
ハ
配
当
預
リ
金
ニ
対
シ
相
当
ノ
利
子
ヲ
付
シ
、
且
該
金
入
用
ノ
時
ハ
主

　

人
ニ
申
出
ベ
シ

一
出
世
店
員
ニ
ハ
証
書
ヲ
与
ヘ
ズ
、
且
ツ
利
子
ヲ
付
セ
ズ
、
店
員
勘
定
帳
ニ
記
シ
置

　

ク
ノ
ミ

一
出
世
店
員
ハ
正
当
ノ
理
由
ニ
依
リ
借
用
金
ヲ
要
ス
ル
事
ア
ル
時
ハ
、
可
成
支
配
人

　

ヲ
経
テ
之
ヲ
主
人
ニ
申
出
ヅ
ル
事
ヲ
得          

一
出
世
店
員
前
項
ノ
借
用
金
ヲ
ナ
シ
置
ク
時
ハ
、
別
家
格
ト
成
ル
ノ
際
、
一
応
勘
定

　

ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
別
家
格
ノ
者
ニ
ハ
壱
ケ
年
百
円
以
上
参
百
円
以
下
ノ
手
当
金
ヲ
給
ス

一
出
世
店
員
ハ
衣
類
料
其
他
失
費
補
助
ト
シ
テ
壱
ケ
年
弐
拾
円
以
上
百
円
以
下
ヲ
給

　

ス

　
　

但
、
衣
類
ハ
身
分
相
応
ノ
制
限
ア
ル
ベ
シ

一
子
供
ハ
仕
着
ニ
依
リ
店
費
ヲ
以
テ
仕
給
ス

一
店
員
若
シ
不
正
不
忠
ノ
行
為
ア
ル
時
ハ
、配
当
積
立
預
金
ノ
渡
方
ニ
影
響
ス
ベ
シ
、

　

又
事
柄
ニ
依
リ
テ
ハ
没
収
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　
　

第
五
章　

禁
止
及
秘
密

一
店
員
自
己
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
取
引
所
ニ
於
テ
売
買
ヲ
ナ
ス
ハ
勿
論
、
其
他
自
分
ノ

　

名
義
ヲ
以
テ
売
買
及
金
銭
ノ
取
引
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

一
主
人
及
支
配
人
ノ
承
諾
ヲ
経
ス
シ
テ
宿
泊
ヲ
要
ス
ヘ
キ
他
行
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

一
主
家
ハ
勿
論
、
店
ノ
名
誉
又
ハ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
柄
、
其
他
秘
密
ニ
属
ス
ル
事
故

　

等
ハ
他
言
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
此
店
法
則
ヲ
他
人
ニ
猥
リ
ニ
洩
ス
ベ
カ
ラ
ズ

　
　
　
　
　

補
則

　
　
　

其
一　

店
員
帰
宅
心
得

一
店
員
帰
宅
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
時
ハ
、
主
人
・
支
配
役
ニ
申
出
デ
、
其
承
諾
ヲ
経
ベ
シ

　
　
　

其
二

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
三
号

二
八



一
此
法
則
帖
ハ
主
人
手
許
ニ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

　

以
上

　
　

明
治
三
十
四
年
一
月

　

右
に
清
書
と
し
て
掲
げ
た
も
の
が
最
終
的
に
制
定
さ
れ
た
糸
店
店
法
則
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
の
当
時
に
本
店
店
法
則
の
よ
う
に
冊
子
形
態
で
記
録
さ
れ
た
史
料
は
確

認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
世
に
写
し
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
は
同
文
で
あ
り
、

か
つ
て
は
き
ち
ん
と
編
集
さ
れ
た
糸
店
店
法
則
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
第
一
次
案
か
ら
清
書
に
至
る
条
文
の
修
正
過
程
を
勘
案
す
る
と
、
非
常
に

切
迫
し
た
状
況
の
な
か
で
作
業
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、

糸
店
が
忠
兵
衛
家
の
事
業
組
織
の
中
で
は
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
を
反
映

さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
な
一
つ
は
、
本
家
の
役
割
に
つ

い
て
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
糸
店
店
法
則
で
は
、「
本
家
ハ
総
テ
監
督
ノ
義
務
ア
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
帳
簿
ヲ
検
閲
シ
店
卸
勘
定
ヲ
認
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
、
本

家
の
監
督
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
本
店
店
法
則
で
は
本
家
の
役
割
が
店
員
の
「
傭

入
」
と
「
解
傭
」、「
別
家
ノ
事
」、
す
な
わ
ち
人
事
に
関
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
糸
店
に
対
し
て
は
、
特
に
帳
簿
の
検
閲
を
重
要
な
監
督
義
務
だ

と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
糸
店
と
他
の
三
店
と
店
卸
勘
定
の
回
数
の
違
い
に
歴

然
と
し
て
い
る
。
本
店
店
法
則
に
よ
れ
ば
、
店
卸
勘
定
は
毎
年
十
二
月
三
十
一
日
を

定
期
日
と
し
て
お
り
、
本
店
・
京
店
・
西
店
は
こ
れ
に
倣
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
糸

店
は
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
二
月
の
四
回
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
お
そ
ら
く
忠
次
郎
が
糸
店
店
主
と
さ
れ
て
い
た（
７
）状

態

が
、
彼
が
離
縁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
親
族
会
の
決
議
に
よ
り
伊
藤
と
き
名
義
で
糸

店
を
「
綛
糸
商
」
と
し
て
登
記
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
明
ら
か
に
、
糸
店
の
経
営
状
態
を
本
家
が
逐
次
掌
握
で
き
る
よ
う
に
改
め
た
こ

と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
第
一
次
・
二
次
草
案
時
点
で
は
資
本
金
を
弐
万
円
と
し
て
い
た
が
、
第
三

次
案
・
清
書
で
は
「
弐
」
の
文
字
は
空
白
に
さ
れ
て
い
る
。
他
の
三
店
は
「
掌
」
帳

に
資
本
金
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
糸
店
は
店
法
則
制
定
時
に
至
っ

て
も
資
本
金
額
を
確
定
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

取
り
扱
い
か
ら
も
、
糸
店
が
忠
兵
衛
の
事
業
経
営
に
お
い
て
他
の
三
店
と
は
異
な
っ

た
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

　

糸
店
店
法
則
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
忠
兵
衛
の
最
晩
年
時
に
慌
た
だ
し
く
制

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
翻
っ
て
糸
店
だ
け
は
、
忠
兵
衛
家
に
と
っ

て
本
店
・
京
店
・
西
店
と
は
立
場
を
異
に
す
る
事
業
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
。
京
店
や
西
店
で
は
店
法
則
が
制
定
さ
れ
た
痕
跡
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
そ
の

傍
証
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

　

忠
兵
衛
が
案
じ
た
糸
店
で
は
あ
る
が
、
店
主
が
事
業
経
験
の
な
い
娘
の
と
き
に
代

わ
り
、
事
業
に
助
力
し
た
く
と
も
病
魔
に
襲
わ
れ
て
い
た
当
時
の
忠
兵
衛
で
は
身
体

的
に
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
ま
し
て
や
外
国
商
館
や
製

糸
会
社
と
の
取
引
を
行
う
糸
店
は
、
経
営
リ
ス
ク
も
高
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（
８
）。
こ

の
よ
う
な
糸
店
の
経
営
は
、
明
治
四
十
一
年
に
二
代
忠
兵
衛
が
伊
藤
忠
兵
衛
本
部
制

を
導
入
し
、
忠
兵
衛
家
の
す
べ
て
の
店
を
統
合
し
、
自
ら
の
管
轄
下
に
置
く
よ
う
に

な
る（
９
）。

そ
し
て
、
明
治
四
十
年
七
月
に
と
き
家
に
入
籍
し
、
と
き
の
娘
の
ふ
き
と
結

婚
し
て
伊
藤
家
の
人
間
と
な
っ
た
伊
藤
竹
之
助
を
迎
え
、
二
代
忠
兵
衛
と
初
代
忠
兵

衛
の
女
婿
で
あ
る
伊
藤
忠
三
と
の
三
名
で
合
資
し
、
合
議
制
で
事
業
が
運
営
さ
れ
る

伊
藤
糸
店
店
法
則
再
考

二
九



よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
期
に
二
代
忠
兵
衛
は
本
店
と
西
店
、
忠
三
は
京
店
、
竹
之
助

が
糸
店
と
輸
出
店
を
主
管
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

  

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
糸
店
の
事
業
経
営
の
実
態
や
三
店
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、

依
然
と
し
て
不
明
な
事
が
多
い
。
資
本
金
を
含
む
運
転
資
金
の
調
達
や
店
卸
決
算
の

状
態
な
ど
、
関
連
史
料
は
わ
ず
か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
用
い
て

別
の
機
会
に
分
析
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注（
１
）　

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
保
管
「
伊
藤
忠
兵
衛
家
文
書
」。
以
下
、
特
に
断
ら

な
い
限
り
引
用
史
料
は
上
記
文
書
に
よ
る
。

　
　
　

な
お
、「
掌
」「
掌
帳
」
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、

後
述
の
明
治
二
十
五
年
の
帳
簿
が
「
掌
許
帳
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
て

も
と
ち
ょ
う
」
と
読
ま
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

（
２
）　

拙
稿
「
伊
藤
糸
店
の
店
法
草
案
」（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
『
研
究
紀
要
』

四
五
号
、
二
〇
一
二
年
）。

（
３
）　

全
文
の
翻
刻
は
「
伊
藤
本
店
店
法
則
」（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー

第
二
七
〇
号
、
二
〇
一
七
年
）
で
行
い
、
分
析
の
一
端
は
「
明
治
二
十
六
年
伊
藤
忠
兵

衛
家
店
法
則
の
制
定
過
程
と
継
承
」（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
『
研
究
紀
要
』

五
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
公
表
し
て
い
る
。
行
論
に
際
し
て
は
本
店
店
法
則
と
の
比
較

を
行
う
が
、
い
ち
い
ち
そ
れ
ら
の
条
文
を
掲
示
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
論
稿
で
条

文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）　
「
親
族
会
議
決
議
書
」。

（
５
）　
「
出
世
店
員
表
（
仮
題
）」。
こ
の
史
料
は
、
明
治
三
十
三
年
末
か
ら
三
十
四
年
初
の
こ

ろ
の
店
員
を
記
録
し
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
こ
の
店
員
表
に
は
「
本

年
雇
入
子
供
」
が
七
名
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人
名
を
別
に
伝
来
す
る
「
店
員
台
帳
」

と
照
合
す
る
と
上
記
の
年
次
に
入
店
し
た
と
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
６
）　
『
伊
藤
忠
商
事
１
０
０
年
』
五
四
五
頁
（
伊
藤
忠
商
事
株
式
会
社
、一
九
六
九
年
）
に
は
、

糸
店
店
法
が
翻
刻
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
序
文
が
原
文
で
は
平
仮
名
で
書
か
れ
て

い
た
筈
の
も
の
を
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
変
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
な
ど
、
一
部
の
体
裁
が
本

稿
と
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
原
文
に
近
い
可
能
性
の
も
の
と
し
て
本
稿
の
清
書
を
掲

載
す
る
。

（
７
）　

明
治
二
十
六
年
の
糸
店
開
店
時
に
は
、
店
主
は
忠
兵
衛
、
店
主
代
理
は
忠
次
郎
、
後
見

支
配
人
が
田
附
源
兵
衛
・
主
任
が
村
岸
休
五
郎
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
三
十
三
年
五

月
に
撮
影
さ
れ
た
本
店
店
員
ら
の
集
合
写
真
の
裏
書
に
は
各
自
の
位
置
に
名
前
が
書
か
れ

て
い
る
が
、
名
前
で
は
な
く
「
糸
店
主
」
と
記
さ
れ
て
い
る
人
物
が
一
人
お
り
、
そ
れ
は

忠
次
郎
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
８
）　

後
年
（
昭
和
三
十
九
）
に
二
代
忠
兵
衛
は
糸
店
に
つ
い
て
、「
成
績
は
か
な
ら
ず
し
も

よ
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
欠
損
を
埋
め
る
た
め
先
代
が
２
回
、
わ
た
し
の
代
に
な
っ
て
３

回
も
丸
紅
か
ら
金
を
入
れ
た
」
と
語
っ
て
い
る
（「
座
談
会
綴
第
２
集
」
滋
賀
大
学
経
済

学
部
附
属
史
料
館
寄
託
「
伊
藤
忠
商
事
史
資
料
」
86
）。

（
９
）　

伊
藤
忠
兵
衛
本
部
制
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
伊
藤
忠
兵
衛
家
の
本
部
制
度
と
事
務
章
程
」

（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
『
研
究
紀
要
』
五
二
号
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

【
付
記
】　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
９
Ｈ
０
１
３
０
８
の
助
成
、
お
よ
び
（
一
財
）
伊

藤
忠
兵
衛
基
金
の
平
成
三
十
一
年
度
文
化
厚
生
事
業
助
成
金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
三
号

三
〇


